
連 載 

経済・統計の基礎知識 ＜第 16 回＞ 

会計上の有価証券の取り扱い 

岡山 正雄 

有価証券の種類  ④は①～③以外の有価証券で、長期間

保有して売却益を得る有価証券などが含

まれ、時価で評価する。ただし、評価差

額の処理方法が①と異なる。処理方法に

は全部純資産直入法と部分純資産直入法

があるが、現在、多くの企業が採用して

いるのは前者である。これは、評価差額

の合計額を純資産の部に「その他有価証

券評価差額金」として計上する方法であ

る。 

会計上の有価証券は企業がどのような

目的で保有しているかによって①売買目

的有価証券 ②満期保有目的債券 ③子

会社・関連会社株式 ④その他有価証券

の 4 つに分類される。これらは勘定科目
が異なるだけでなく、評価基準や評価差

額の処理方法が異なる。 
 
評価基準と評価差額処理方法 

 それぞれの評価基準と評価差額処理方

法を示すと図表の通りである。 
  

減損処理 

①は短期間に売買を行って売却益を得

るために保有する有価証券であり、時価

で評価する。このときに前期の評価額と

当期の評価額の差は、当期損益として処

理する。 

 ところで、原価で評価する②や③の場

合でも、時価が著しく下落し、回復の見

込がないとき(注)や、子会社・関連会社の

財務が悪化し、1株当たり純資産が取得時
より大きく下がっているときがある。こ

の場合には、前者は強制時価評価した価

格、後者は実価法(1 株当たり純資産を時
価とする方法)で求めた価格を新しい評価
額とし、差額は損失処理しなければなら

ない。これを減損処理といい、財務の実

態を財務諸表に反映させ、財務の健全性

を保つ効果がある。 

 ②は満期まで保有するために投資する

有価証券であり、原価で評価する。ただ

し、有価証券は流通市場で購入したとき

など、額面と原価が異なる場合がある。

この時には、満期時に額面と原価が一致

するように、一定の方法で原価を額面に

近づけていく。 
  ③は子会社と関連会社の株式である。

これらの株式は価格の上昇を見込んで保

有するものではなく、事業投資の一環と

して保有するものである。このため、原

価で評価する。 

(注)下落率が取得時の 50%以上で、回復可能性があ

るという合理的な反証ができない場合。 

種類 評価基準 評価差額の処理
① 売買目的有価証券 時価基準 当期損益として処理
② 満期保有目的債券 原価基準(注) -
③ 子会社・関連会社株式 原価基準 -
④ その他有価証券 時価基準 評価差額の合計額を純資産の部に計上
（注）原価と額面が異なる場合、一定の方法で額面に近づけていく。

図表：有価証券の分類と評価基準・差額処理方法

http://www.nochuri.co.jp/

金融市場2010年8月号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21 
ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます

農林中金総合研究所 




